
FUREAI fine walking ～Let’s enjoy Walking!～  March26th(sun) 
サークル代表さんへ大切なお知らせ 

 

・令和 5 年度公民館サークルの申請について 

    2 月 25 日（土）で申込は締め切りました。 

    申請後の変更等ありましたら、早めに公民館 

    までご連絡ください。 
 

サークル閉講式＆人権学習講演会 
３月 18 日（土）東箱崎公民館 講堂  

講演会 10 時 30 分～11 時 20 分 

閉講式 11 時 30 分～12 時  

※今年度は密を避けるため、館内・館外サークルとも 

令和 4年度代表者 1名が出席してください 

講演会・閉講式、両方必ずご参加ください 
 

・新年度準備のため、3 月 28 日（火）～4 月 7 日（金）は 

    館内・館外サークルともお休みしてください 

 

令和 5年度サークル開講式 
4 月 8 日（土）10 時～  

東箱崎公民館 講堂 ＊連絡事項等があります 

館内・館外サークルとも 

令和 5 年度代表者 1 名が出席してください 
 

ご協力よろしくお願いします 
 

SDG  

 
3 月 18 日（土） 
10 時 30 分～11 時 20 分 

 講 師：校区女性協議会 

会 長 丹生秀子 さん 
 場 所：東箱崎公民館   

定 員：10名  

申 込：東箱崎公民館 
★先着順です。定員になりました

ら締め切ります。 

 

 

  

のびっ子クラブ  

 乳幼児ふれあい学級 
子どもの健全育成事業 

 

人権問題学習講座 

 

おじちゃんと一緒の冒険クラブ 

 

3 月 12 日（日）10 時～12 時 

 終了式（1 年間のふりかえり） 

場 所：東箱崎公民館 講堂 
主 催：青少年健全育成連合会 

共 催：アンビシャス広場委員会、 

東箱崎公民館 

 
※新年度の募集は、 

4 月に小学校を通じてお知らせします。 

 

地域健康づくり事業 

 

4 月 11 日（火） 門司周辺（北九州）予定 

◎3 月の月いち健康ウォークはお休みです。 
 ◎詳細は 4 月の公民館だよりに掲載します 
主 催：健康づくり委員会  共 催：東箱崎公民館 

 

  

 
ご注意ください！ 

サークル活動場所によって 

活動開始日が違います！ 

 

第 19回 東箱崎校区ふれあい健康ウォーク 
 

 

 

3 月 26 日（日） ＜お花見６㌔コース＞ 小雨決行 

東箱崎公民館（スタート：9 時 30 分）⇒名島海岸沿い⇒城浜公園⇒ 

みなと百年公園⇒名島⇒東箱崎公民館（ゴール：12 時頃予定） 
 

春の風を感じながら、友達と家族で…地域を歩きませんか？ 

毎年 200 人近くの方が、ゆっくりのんびりお散歩感覚で楽しんでいます。 

ゴール後、おにぎり（持ち帰り）等の完歩賞をお渡しします。 

参加費：無料  定 員：200 名  対 象：校区在住者  

申込期間：3 月 3 日（金）～18 日（土）  
主 催：健康づくり委員会 共 催：団体協議会、東箱崎公民館 

 

【お願い】新型コロナウイルス感染拡大防止の観点より、当日飛び入りでの参加はできません。  

必ず事前にお申し込みください。 

【ご参加の方へ】★当日は東箱崎公民館に集合、9 時～9 時 30 分までに受付を済ませてください。 

★ご自宅で検温・健康観察をして、無理のない範囲でおでかけください。 

          ★朝食はしっかり食べましよう。  ★飲み物、タオル等の持参をお願いします。 

 

地域健康づくり事業 

 
３月 10 日（金）１０時～１２時  

生きる力プロジェクト 

３月２4 日（金）１０時～１2 時  

巣立ち式（要予約）  

申 込：東箱崎公民館 申込受付中です。 
卒業する「のびっ子」たちをお祝いします。 

卒業予定・出席予定の方は、 

必ず 3 月 10 日（金） 

までに参加申込をお願いします。 

 

 
卒 業 お め で と う ご ざ い ま す 

   3 月 9 日（木）箱崎中学校  3 月 16 日（木）東箱崎小学校 
 

お 知 ら せ 

◎第 3回運営懇話会 

3月 10日（金）19時～ 

 

 

 

 

 

この日に利用を希望される場合は、 

  3 月 18 日（土）正午までに公民館まで 
ご相談ください。 

               

言う前に 考えてみよう その言葉 
校区青少年健全育成に関する標語 より 

 

公民館だよりに載っているこのマーク、

ご存知ですか？お子さん連れで参加で

きる講座のマークです。 

3 月の休館日は 3 月 31 日（金）です 
 

 

令和 5 年度の活動開始は 

館内：4 月 10 日（月） 

館外：4 月 8 日（土） 

からになります 
 

 

 ご協力よろしくお願いします 

 
Participation fee: Free  The time required :9:00 to 12:00   

Subject:Precinct resident  Meeting place: Higashi-Hakozaki Kominkan(public hall) 

Advance application is required Application: Higashi-Hakozaki Kominkan(public hall) 

TEL:632-4127 FAX:632-4139  e-mail:higashihakozaki128@jcom.home.ne.jp 

Application deadline: Sat, March 18th ,2023    

 

 

 

月いち健康ウォーク 

 

4 月 1 日（土）13 時～15 時 

モルックやカンタンなゲームをします。 

みんなでもりあがろう！ 
 定 員：20 名 対 象：小 1～中 3 

 申 込：東箱崎公民館 

 持ち物：うわばき、マスク、水筒など 

動きやすい服装で参加しましょう  

 ◎小学校でチラシを配布します 

  

 

春休み スポーツ交流会 

 

http://#


 

福岡市では、平成 17年 3月 20日に発生した福岡県

西方沖地震の記憶と経験を風化させないために３月

20日を「市民防災の日」と定めており、毎年この時

期に防災講演会を開催しています。  

災害はいつ起こるか分かりません。自分や家族、地

域の安全を守るために、この機会に防災について一緒

に考えましょう。 

【内容】いざという時の行動計画「マイ・タイムライ

ン」の作成など、災害への備えについてお話し

いただきます。 

【講師】三谷泰浩氏(九州大学大学院・工学研究院 

附属アジア防災研究センター教授) 

【日時】令和 5年 3月 19日(日)午後 1時半～3時 

【場所】福岡市立中央市民センター ３階ホール 

【定員】先着５００名(要申込) 

【料金】無料 

【申込】３月１０日(金)までに FAXか 

メール(bousai01@city.fukuoka.lg.jp)に 

氏名、住所、電話番号を記載して申込 

【主催】市民局地域防災課  

TEL０９２－７１１－４１５６ 

FAX０９２－７３３－５８６１ 

 

 

 

 

 

 

3月 曜日 公民館・校区行事・団体活動予定
1 水 サロン定例会
2 木
3 金
4 土
5 日
6 月
7 火
8 水 　　サロンいちばん星
9 木 箱崎中学校卒業式

10 金 第3回公民館運営懇話会・のびっ子クラブ
11 土
12 日 冒険クラブ終了式
13 月
14 火
15 水
16 木 東箱崎小学校卒業式
17 金
18 土 人権問題学習講座・サークル閉講式
19 日
20 月
21 火 ふれあいウォーク全体会
22 水 民児協定例会
23 木
24 金 のびっ子クラブ巣立ち式・団体協議会
25 土 アンビシャス広場委員会
26 日 第19回ふれあい健康ウォーク
27 月
28 火 　　　サークル休み〈館内サークル：4月9日(日)まで〉

29 水
30 木
31 金 臨時休館日

 

 

 

火曜日 ふれあい交流館 15時半～17時 

3月 7日、14日 

土曜日 公民館 講堂  14時～16時 

3月 4日、11日、18日 

   

  

アンビシャス広場 

ボランティアが見守る中、子どもたちが

バドミントン、ボール遊び、折り紙やお

しゃべりをして過ごしています。 

あそびにきてね！ 

 

 

日 時：3 月 8日（水） 

10 時 30 分～１2時 

場 所：東箱崎公民館講堂  

参加費：無料 

対 象：未就園児と保護者、妊婦さん 

運 営：子育てサロンいちばん星 

  

 

 

健康づくり委員会 

東区衛生連合会の一員として活動しております。 

名前は住民の皆さんの健康づくりの手助けになればとの 

思いから初代会長が名付けられました。 

15名の委員協力の元、主な活動は 

① 3月のふれあい健康ウォーク(6㌔コース 200人) 

② 毎月第二火曜日開催の、月いちウォーク(15～20人) 

③ 11月～12月足元気講座(3回・15人) 

④ 衛生連合会主催の研修会等への参画 です。 

皆さんに喜んでもらえるような活動をしていきたいと 

思っております。よろしくお願いいたします。 

 

 

４月は「防犯防災委員会」です 

自転車に乗るときは 

ヘルメットを着用しましょう 
 

道路交通法が改正され、4月 1日から、自転車利用

者のヘルメット着用が努力義務化されます。 

自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶ

ることに努めなければならないことはもちろんのこ

と、同乗する方にもヘルメットをかぶらせるよう努

めなければなりません。 

また、保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運

転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなけ

ればなりません。 

自転車事故で亡くなった人のうち、半数以上の人

が頭部に致命傷を負っています。 

自分自身の命を守るため、自転車に乗る場合はヘ

ルメットを着用しましょう。 
 

 TEL092-711-4061 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

募集‼ 
スクールガード 

ボランティア 
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